
剣道試合“審判規則改正新旧対照表

剣道試合〃審判規則及び細則

新

（細則）第2条

規則第3条（竹刀）は、次のとおりとする。

1・竹刀の構造は四つ割りのものとし、中に異物（先革内部
の芯、柄頭のちぎり以外のもの）を入れてはならなし、「

盟疎捜地些合わ竺土木手車甲叫の亙るものや

2・竹刀の基準は、表1および表2のとおりとする。ただし、長
さは付属品を含む全長であり、重さはつば（鍔）を含まない。太
さは先革先端部最小直径（対辺直径）およびちくとう部面径（竹

（規則）第4条（剣道具）

剣道具は、面、小手、胴、垂を用いる。

（細則）第3条
規則第4条（剣道具）は、第3図のとおりとする。

Lポリカーボーネート積層板装着面は、全日本剣道連盟が
認めたものとする。

壷塾攫轟藍謹馨
露・小型去廿里．（里から手早の

があり、十分な打突

上の2分の1以上を4

②規則第17条4号の「場外」は次のとおりとする。

（細則）第2条

規則第3条（竹刀）は、次のとおりとする。

1・竹刀の構造は四つ割りのものとし、中に異物（先革内部
の芯、柄頭のちぎり以外のもの）を入れてはならない。各部の
名称は第2図のとおりとする。

2・竹刀の基準は、表1および表2のとおりとする。ただし、長
さは付属品を含む全長であり、重さはつば（鍔）を含まない。太
さは先革先端部最小直径とする。

（規則）第4条（剣道具）

剣道具は、面、小手、胴、垂れを用いる。

（細則）第3条
規則第4条（剣道具）は、第3図のとおりとする。ただし、ポリ

カーボーネート積層板装着面は、全日本剣道連盟が認めたも
のとする。

（細則）第15条

規則第17条4号の「場外」は次のとおりとする。


